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2025 年度 民法 解答例 

 

第１ Ⅰについて 

１ ⑴について（２９３文字） 

  債権者代位権（民法（以下、法令名省略）４２３条１項）の制度趣旨は、

後の強制執行に備えて、その対象となる債務者の責任財産を保全することに

ある。 

  もっとも、金銭債権を代位行使した場合は、債権者は自己への給付を求め

ることができ（４２３条の３）、債権者は受け取った金銭の返還債務と債務

者に対する債権を相殺することで事実上の優先弁済権が認められることとな

るため、責任財産の保全という目的を超える機能をも果たしている。 

  また、責任財産の保全のためではなく、特定の債権自体の内容の実現を目

的とする場合に債権者代位権が用いられる場合として、４２３条の７は登記

請求権等を保全するための代位権行使を認めている。 

２ ⑵について（２９４文字） 

  親権の内容としては、身上監護と財産管理がある。 

  身上監護に含まれるものとしては、監護教育（８２０条）、監護教育の具

体的内容として、子が居住する場所を定める居所指定（８２２条）、子が職

業を営むことについての職業許可（８２３条）がある。また、監護教育にお

ける一般原則として、子の人格の尊重義務等が規定されている（８２１

条）。 

  財産管理の内容は、財産管理と代理である（８２４条）。 

  未成年後見人は、親権者と同様の権限を有するが（８５７条、８２０条～

８２３条、８５９条）、財産管理について親権者が自己のためにするのと同

一の注意義務を負う（８２７条）のに対して、善管注意義務を負う（８６９

条、６４４条）。 

第２ Ⅱについて 

１ 問１について 

 ⑴ Ⅽとしては、乙′区画の所有権に基づく返還請求権として駐車場設備の

撤去及び乙′区画の明渡しを求めることが考えられる。 

   返還請求権の要件は、所有権者が占有を奪われていることである。そし

て、占有（１８０条）の要件としての所持とは、社会通念上、その物がそ
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の人の事実的支配に属すると認められる客観的関係にあることをいう。 

   本問においては、Ｂは、ブロック塀によって乙土地から外形上区分され

た乙′区画を甲土地の一部として、そのまま乙′区画にはみ出した形で駐

車場を経営しているところ、駐車場設備を自ら継続的に設置しているもの

と解されるから、駐車場設備を設置、所有して駐車場として運用すること

で、乙′区画を排他的、事実的に支配して占有しているといえる。よっ

て、占有の侵奪により所有権が侵害されているといえるから、所有権に基

づく返還請求権として、駐車場設備の撤去及び乙′区画の明渡しを求める

ことができると解する。 

 ⑵ Ｂとしては、取得時効により乙′区画の所有権を取得したと主張するこ

とが考えられ、１６２条各項の要件が満たされるか問題となる。 

   Ｂは、２０１５年５月１５日、Ａから、乙′区画をその一部として甲土

地の引渡しを受け、それ以後、ブロック塀によって乙土地から外形上区分

された乙′区画にはみ出した形で、設備を設けて駐車場として運用してい

るのであるから、同日から、「他人の物」である乙′区画を排他的、事実

的に支配することで、その占有を開始したものといえる。もっとも、現時

点の２０２４年１０月時点では、１６２条各項が規定する期間に満たない

ため、Ａの占有について主張することが考えられる。 

   Ａは、甲土地を入手した２０００年３月頃から、ブロック塀によって乙

土地から外形上区分された形で、乙′区画を甲土地の一部として扱い使用

してきたのであるから、その頃から、乙′区画を排他的、事実的に支配す

ることで、その占有を開始したものといえる。そして、Ｂは、Ａから、甲

土地の一部として乙′区画の引渡し（１８２条１項）を受けているといえ

るから、占有の承継人といえ（１８７条１項）、Ａが占有を開始した２０

００年３月頃からの占有を併せて主張することができる。そして、同月頃

から現時点までに２０年以上経過しているから、１６２条各項の期間を満

たすことになる。 

 ⑶ １８６条２項により、２０００年３月頃からの占有が推定され得るが、

本問において占有を喪失した事情は認められない。 

   また、１８６条１項によって推定される、所有の意思、平穏、公然につ
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いては、Ａ及びＢについて、所有の意思の不存在、暴行・強迫又は隠匿に

よる占有といった事情は認められない。 

   では、１６２条２項の善意・無過失は認められるか。同項の場合は、Ｂ

はＡの下で完成した時効を援用（１４５条）することになる。 

   善意とは、自己に所有権があると信じていたことをいい、無過失とは、

自己に所有権があると信じるにつき過失がないことをいう。Ａは、甲土地

を入手した時から、その時の手違いでブロック塀が乙土地側に寄った形で

設置されため、誤解して、乙′区画を甲土地の一部として扱っていたので

あるから、占有開始時において自己に所有権があると信じていたといえる

が、甲土地と乙土地との筆界と本来の所有権界とは一致していたのである

から、Ａは、登記簿に基づいて実地に調査すれば真実の境界線を容易に知

ることができたといえ、それをせずに乙′区画が甲土地に含まれると信じ

たとしても無過失とは認められない。 

   そうすると、１６２条１項の要件は満たすことになるが、同条２項の要

件は満たさないことになる。 

 ⑷ Ｂは移転登記を行っていないが、ＢとⅭは、物権変動における当事者の

関係に立つといえるため、Ｃに時効を主張するのに登記（１７７条）は不

要と解する。 

 ⑸ 以上から、Ⅽの請求は、Ｂが１６２条２項に基づく主張を行う場合は認

められるが、Ｂが同条１項に基づき時効を援用する場合には認められな

い。 

２ 問２について 

 ⑴ まず、Ⅾが所有権に基づく返還請求権として、駐車場設備の撤去及び

乙′区画の明渡しを求めることができること、そして、Ｂが１６２条１項

に基づいて取得時効を主張し得ることは上記１のとおりである。 

 ⑵ Ⅾとしては、Ⅽから乙土地を購入し、移転登記を行ったから、Ｂは取得

時効を主張できないと主張することが考えられる。 

   Ｂの時効は、２０２０年３月頃に完成することになるところ、Ⅾは２０

２４年７月１５日に乙土地を購入しているため、Ⅾは時効完成後の第三者

といえる。この点、時効完成後の第三者との関係では、乙′区画は、Ⅽか
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らＢ及びＤに二重譲渡された形となるから、ＢがＤに対して取得時効を主

張するためには、登記（１７７条）が必要と解する。 

   本問では、Ｄは移転登記を行っているが、Ｂは登記を行っていないた

め、Ｂは得時時効を主張することができない。 

 ⑶ Ｂとしては、Ⅾは背信的悪意者に当たるから、Ⅾは１７７条の第三者に

当たらないと主張することが考えられる。 

   まず、同条の第三者とは登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有す

る者をいうから、背信的悪意者はこれに含まれないものと解する。そし

て、取得時効の成否については、その要件の充足の有無が容易に認識・判

断することができないものであるから、背信的悪意者というためには取得

時効の要件のすべてを認識している必要はないが、多年にわたる占有継続

の事実を認識している必要があると解する。 

   本問では、Ⅾは、Ⅽから設例４の事情を聞いているのであるから、多年

にわたる占有継続の事実を認識しているといえるし、相場よりも１割安い

価格で購入しており、これは乙′区画についてのＢの権利取得を承認して

いたものともいい得るため背信性も認められるといえるから、Ⅾは背信的

悪意者であるといえる。 

 ⑷ 以上から、Ｂの１６２条１項に基づく主張は認められるから、Ⅾの請求

は認められない。 

                                以 上 
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